
規

則 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
八
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
（
令
和
三
年
埼
玉
県
規
則

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
収
入
徴
収
の
権
限
の
委
任
） 

第
十
七
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
収
入
の
徴
収
の
権

限
を
委
任
す
る
。 

一 

課
長 

次
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
収
入 

二 

病
院
長 

セ
ン
タ
ー
に
係
る
収
入 

 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
病
院
長
」
を
「
課
長
又
は
病
院
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
中
「
又
は
」
を
削
り
、
「
消
滅
し
」
の
下
に
「
、
債
権
を
免
除
し
、
又
は
債
務
者

が
当
該
債
権
に
つ
き
そ
の
責
任
を
免
れ
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
十
二
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。 

 

第
九
十
四
条
第
八
号
中
「
契
約
書
」
の
下
に
「
（
契
約
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」

を
加
え
る
。 

 

第
百
三
条
第
十
二
号
中
「
契
約
書
案
」
の
下
に
「
（
契
約
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に

よ
る
案
を
含
む
。
次
条
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
四
中
「 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に

改
め
る
。 

 

別
記
の
表
四
十
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中 

「 

１
億

5
,
0
0
0
万
円
 

２
億
円
 

1
,
5
0
0
万
円
 

2
,
0
0
0
万
円
 

上
記
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
入
に
つ
い
て
、
承
諾
し
ま
す
。
 

年
 

 
月

 
 
日
 

銀
行

 
 
 
 
 

 

４
５

 
削
除

 
 

 



             

別
記
様
式
第
三
十
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

 

 

（
支
）
店
長

 
 

 

 

「 

」 

に
改
め
る
。 

□ 印 

別
記
様
式
第
三
十
五
号
（
一
）
（
表
面
）
中 

「 

」 

を
削
り
、
同
様
式
（
裏
面
）
を 

検
 
印
 

 係
 
印
 

 

 

を 

」 

上
記
の
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
納
入
に
つ
い
て
、
承
諾
し
ま
す
。
 

年
 

 
月
 

 
日
 

銀
行

 
 

 
 
 
本
 

取
扱
者
名
 

 

 

 

本
（
支
）
店
長
□ 印
 

 



（裏面） 

１ 受取方法 

(１) 領収書欄に領収の年月日、住所及び氏名を自署し、通知年月

日から１年以内に、表面に記載された銀行の支店に提出してく

ださい。 

(２) 受取人が法人の場合は、領収の年月日、住所、法人の名称、

代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印を押印した上で、上

記（１）と同様の手続をしてください。 

(３) 本人に代わって代理人が受け取る場合は、本人が委任状欄に

署名（法人の場合は記名押印）し、代理人が領収書欄に署名し

た上で、上記（１）と同様の手続をしてください。 

 

２ 受取上の注意 

 (１) 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本送金通知書

では支払を受けることはできません。 

ア 表面に記載された支払金額又は宛先の住所若しくは氏名が訂正

されているもの 

イ 領収書欄の署名（法人の場合は代表者印）がないもの（代理人が

受け取る場合は、委任状欄の本人の署名（法人の場合は代表者印）

及び領収書欄の代理人の署名がないもの） 

ウ 通知年月日から１年を経過したもの（受取方法については、発行

機関にお問合せください。） 

 (２) その他 

   受取時の住所又は氏名が宛先の住所又は氏名と異なる場合は、運

転免許証、健康保険の被保険者証、住民票の写し、登記事項証明書

その他受取時の住所又は氏名を証明できるものを金融機関の窓口に

提示してください。 

 
委  任  状 

 
  表面の支払金額の欄に記載された金額の受取を 
 
 （代理人） 
   住所 
 
   氏名 
 
  に委任します。   年  月  日 
 
 （本 人） 
   住所 
 
   氏名           ○印 （法人の代表者印） 
 
    （個人の場合は、本人が署名してください。） 

 

 領  収  書 

 表面の支払金額の欄に記載された 

金額を領収しました。 

年  月  日 

 住所 

  営業に関するも
ので受取金額が
５万円以上のも
のは収入印紙を
お貼りください。 

  

 ○印    

     

  氏名            ○印 （法人の代表者印） 

（受取人が個人の場合は、本人又は代理人が署名してくだ

さい。） 

  

   
 

 



 

別
記
様
式
第
三
十
八
号
、
別
記
様
式
第
四
十
号
及
び
別
記
様
式
第
四
十
二
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
四
号
（
一
）
中
「 

」
を
削
る
。 

 
別
記
様
式
第
四
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

別
記
様
式
第
四
十
六
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
十
九
号
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
十
五
号
、
別
記
様
式
第
五
十
六
号
及
び
別
記
様
式
第
五
十
八
号
中
「 

」
を
削

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
別
表
第
四
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
の
予
算
の
執
行
及
び
令
和
四
年
度
の
予
算
で

定
め
る
債
務
負
担
行
為
（
令
和
四
年
度
の
予
算
の
執
行
を
伴
わ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る

も
の
か
ら
適
用
し
、
令
和
四
年
度
の
予
算
の
執
行
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務

規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

□ 印 

○ 印 

□ 印 

○ 印 

別
記
様
式
第
四
十
五
号

 
削
除
 


